
○建築基準法 

 

（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場

合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、

これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物

を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定（この法

律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷

地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。

以下同じ。）に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確

認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定める

軽微な変更を除く。）をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築し

ようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる

場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四

号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 

一 別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二

百平方メートルを超えるもの 

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若し

くは軒の高さが九メートルを超えるもの 

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都道府県知事

が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景観法（平成十六年法律

第百十号）第七十四条第一項の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は都道府県知事

が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 

２ 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする

場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについて

は、適用しない。 

３ 建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該申請書を受理することができない。 

一 建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二

十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。 

二 構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた

場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計

によるものでないとき。 

三 設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた



場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計

によるものでないとき。 

４ 建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあ

つてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日

以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づ

いて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければなら

ない。 

５ 建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判

定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場

合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。 

６ 建築主事は、第四項の場合（申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算基準（第二

十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて

確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。）に適合するかどうかを審査する場合その他国土

交通省令で定める場合に限る。）において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付す

ることができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長するこ

とができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載

した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。 

７ 建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないこと

を認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由がある

ときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間（前項の規定により第四項の期間を延長し

た場合にあつては、当該延長後の期間）内に当該申請者に交付しなければならない。 

８ 第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模

様替の工事は、することができない。 

９ 第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式は、国土

交通省令で定める。 

 

○建築基準法施行令 

 

第九条 法第六条第一項（法第八十七条第一項、法第八十七条の四（法第八十八条第一項及び第二項にお

いて準用する場合を含む。）並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。）の

政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物

の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。 

一 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第九条、第九条の二、第十五条及び第十七条 

二 屋外広告物法（昭和二十四年法律第百八十九号）第三条から第五条まで（広告物の表示及び広告物

を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。） 



三 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第四十条第一項 

四 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二十四条 

五 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第百六十二条 

六 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第二十条 

七 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第十六条 

八 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十

条第一項 

九 宅地造成等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）第八条第一項及び第十二条第一項 

十 流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法律第百十号）第五条第一項 

十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第

三十八条の二 

十二 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、

第四十一条第二項（同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。）、第四十二条、第四

十三条第一項並びに第五十三条第一項並びに同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項 

十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和五十三年法律第二十六号）第五条第一項から第三

項まで（同条第五項において準用する場合を含む。） 

十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和五十五年法律

第八十七号）第五条第四項 

十五 浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）第三条の二第一項 

十六 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第八条 

 

（工作物の指定） 

第百三十八条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定

により政令で指定するものは、次に掲げるもの（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものそ

の他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして

国土交通大臣が指定するものを除く。）とする。 

一 高さが六メートルを超える煙突（支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの

煙突を除く。） 

二 高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの（旗

ざおを除く。） 

三 高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの 

四 高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの 

五 高さが二メートルを超える擁壁 

２ 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定によ

り政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。 



一 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの（一般交通の用に供するものを除く。） 

二 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 

三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設

で原動機を使用するもの 

３ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項の規定により政令で指定するものは、

次に掲げる工作物（土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第

一号又は第五号に掲げるもので建築物の敷地（法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第

十四項までの規定の適用を受けない建築物については、第百三十七条に規定する基準時における敷地を

いう。）と同一の敷地内にあるものを除く。）とする。 

一 法別表第二（ぬ）項第三号（十三）又は（十三の二）の用途に供する工作物で用途地域（準工業地

域、工業地域及び工業専用地域を除く。）内にあるもの及び同表（る）項第一号（二十一）の用途に

供する工作物で用途地域（工業地域及び工業専用地域を除く。）内にあるもの 

二 自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの 

イ 築造面積が五十平方メートルを超えるもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域

又は田園住居地域内にあるもの（建築物に附属するものを除く。） 

ロ 築造面積が三百平方メートルを超えるもので第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用

地域、第一種住居地域又は第二種住居地域内にあるもの（建築物に附属するものを除く。） 

ハ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある建築物に附属する

もので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延

べ面積の合計を加えた値が六百平方メートル（同一敷地内にある建築物（自動車車庫の用途に供す

る部分を除く。）の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合

計）を超えるもの（築造面積が五十平方メートル以下のもの及びニに掲げるものを除く。） 

ニ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある公告対象区域内の

建築物に附属するもので次の（１）又は（２）のいずれかに該当するもの 

(1) 築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ

面積の合計を加えた値が二千平方メートルを超えるもの 

(2) 築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物

の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の

部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにハの規定により算定され

る自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの 

ホ 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造

面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合

計を加えた値が三千平方メートル（同一敷地内にある建築物（自動車車庫の用途に供する部分を除

く。）の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計）を超え

るもの（築造面積が三百平方メートル以下のもの及びヘに掲げるものを除く。） 



ヘ 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附

属するもので次の（１）又は（２）のいずれかに該当するもの 

(1) 築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ

面積の合計を加えた値が一万平方メートルを超えるもの 

(2) 築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物

の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の

部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにホの規定により算定され

る自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの 

ト 第一種住居地域又は第二種住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にあ

る建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷

地内にある建築物（自動車車庫の用途に供する部分を除く。）の延べ面積の合計を超えるもの（築

造面積が三百平方メートル以下のもの及びチに掲げるものを除く。） 

チ 第一種住居地域又は第二種住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので、築造面

積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積

及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面

積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにトの規定により算定される自動車車庫の

用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの 

三 高さが八メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他こ

れらに類するものを貯蔵するもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高

層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの 

四 前項各号に掲げる工作物で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域又は田園住居地域内にあるもの 

五 汚物処理場、ごみ焼却場又は第百三十条の二の二各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都

市計画区域又は準都市計画区域（準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層

住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域に限る。）内にあるもの 

六 特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る法第八十八条第二項において準用

する法第四十九条の二の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するもの 

 

 


